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運営推進会議の開催における会議内容、留意点等について 

 

日頃から、札幌市の介護保険事業に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者（以下「事業者」とい

う。）の皆様方におかれては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成18年厚生労働省令第34号）第157条（第85条準用）により、運営推進

会議を設置し、地域との連携等に努められているものと存じます。 

札幌市においても、実地指導等で各事業所における運営推進会議の開催状況を把握し、

基準の周知徹底を図っているところでありますが、運営推進会議の構成員（以下、「構成

員」という。）の日程調整が難しい等の理由により、おおむね2月に１回以上の頻度で運

営推進会議が開催されていないなど、本来の運営推進会議で求められている目的が果た

されていない事業所が見受けられます。 

つきましては、下記のとおり、運営推進会議の開催における会議内容、留意点等につ

いて通知しますので、適正な運営推進会議を開催されますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 運営推進会議の目的 

 事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員

等で構成される運営推進会議をおおむね２月に１回以上開催し、事業の活動状況を報

告し、評価、要望、助言等を受ける機会を設け、提供しているサービス内容等を明ら

かにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれた

サービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するもので

ある。 

 

２ 会議内容 
(1) 事業者からの報告事項 
  ① 各種サービスの提供回数等活動状況の報告 
   （サービス提供の方針、日々の活動内容、入所者の状況、自己評価結果） 
 (2) 運営推進会議（構成員）による評価等 
① 事業者（サービス内容等）に対する評価 
② 事業者（サービス内容等）に対する要望、助言等 

 

 

 



３ 運営推進会議テーマ例一覧 

  別紙のとおり 

 認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック 

（日本認知症グループホーム協会：独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・

障害者基金」助成事業） 

 

４ 運営推進会議における留意点 

(1) 運営推進会議は、おおむね２月に１回以上、開催すること。 

(2) 運営推進会議を事業所行事（避難訓練、講習会等）と同日に開催する場合であっ

ても、事業所行事と区分し、運営推進会議としての位置付けを明確にすること。 

事業所行事を運営推進会議として置き換えることは認めない。 

 (3) 構成員には、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、

老人クラブ役員、婦人会役員など）、地域包括支援センター職員及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者等を含めること。 

(4) 地域包括支援センターの職員は、他の構成員とともに事業者からの活動状況の報

告を受け、それを評価し、必要な要望、助言を行うもので、会議の設置、運営は、

事業者が主体的に行うこと。 

(5) 運営推進会議を開催した際には、その記録を作成するとともに、当該記録を構成

員に対し、運営推進会議の出欠を問わず、配布すること。 

(6) 運営推進会議の記録は、事業者からの活動状況報告だけでなく、構成員からの評

価、要望及び助言等を記録し、２年間保存すること。また、地域に開かれたサービ

スとするために、以下のとおり広く公表すること。 

  《必ず行うべき公表方法》 

  ① 事業所内にファイル等で綴り、外部の人に自由に閲覧できるようにする。 

  《より望ましい公表方法》 

  ① すべての利用者家族に対し、運営推進会議の記録を配布する。 

  ② 事業所のホームページへの掲載や町内会への回覧などで幅広く公表する。 

ただし、個人情報の取扱いには十分配慮すること。 
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